
～日本で１番子どもを応援するマチ ナゴヤ～

ナゴヤ子ども応援会議
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子ども応援委員会の設置状況

１１→５８校へ拡充
（カウンセラー配置中学校数）
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子ども応援委員会の設置状況

平成３１年度までに

常勤のスクールカウンセラーの

全中学校配置を目指します



子ども応援委員会の相談実績
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平成２８年度の相談実績の内訳

内容 不登校
精神的

不安

家庭の

問題

学校

不適応

発達

障害
友人関係 虐待

件数

（件）
4,661 1,675 1,521 1,071 834 645 223

割合

(％)
38.6 13.9 12.6 8.9 6.9 5.3 1.8

内容
教職員

への支援
いじめ 非行 病気けが

進路

関係

教職員

の指導
その他

件数

（件）
206 200 153 82 75 63 669

割合

(％)
1.7 1.7 1.3 0.7 0.6 0.5 5.5



親と子どもの総合的な応援の仕組み

引きこもり

心・体の
健康

就労支援

ＤＶ

学び

障害者福祉

虐待

不登校

教
育
委
員
会

・各学校

・子ども応援委員会

・子ども適応相談センター
・ハートフレンドなごや 等

貧困

学習指導支援講師の配置
⇒学力の２極化への対応

学習支援

生活保護世帯等・
ひとり親家庭
⇒中学生の

学習支援事業
【健康福祉局・

子ども青少年局】

スクールソーシャルワーカーが
福祉・子育て支援部門との連携の要！



①小中学校の児童生徒に対する就学援助 ②高等学校の生徒に対する就学奨励

学校教育法第１９条

経済的によって、就学困難と認められる
学齢児童生徒の保護者に対しては、
市町村は、必要な援助を与えなければならない。

学校教育法

義務規定なし

全国の市町村で小中学校の児童生徒への
就学援助を実施

名古屋市独自施策

○入学準備金貸付制度

○給付型奨学金制度
※平成２９年度新設

また、貧困問題に起因して深刻化する子どもの問題に正面から全庁的に取り組みます。

















名古屋市 学校施設リフレッシュプラン（平成２９年７月策定予定）
計画期間：平成２９年度～平成６２年度（３４年間）

○策定の趣旨

老朽化の進展に伴い更新需要の高まる学校施設について、

限られた予算で安心・安全・快適な教育環境を確保していくため、
今後の維持管理・更新について基本的な考え方を取りまとめるもの。



名古屋市 学校施設リフレッシュプラン（平成２９年７月策定予定）
計画期間：平成２９年度～平成６２年度（３４年間）

○現状と課題
１ 施設（校舎） ※延床面積

⇒学校施設は老朽化が進行しています。



名古屋市 学校施設リフレッシュプラン（平成２９年７月策定予定）
計画期間：平成２９年度～平成６２年度（３４年間）

○現状と課題
２ 財 政（学校の整備費） ※一般財源

⇒従来手法で整備すると、
今後経費が多大になります。



名古屋市 学校施設リフレッシュプラン（平成２９年７月策定予定）
計画期間：平成２９年度～平成６２年度（３４年間）

○現状と課題
３ 人 口

⇒少子高齢化が
ますます進むことが
見込まれます。

⇒今後、整備手法などを
見直さなければ、
安心・安全・
快適な環境が
確保できなくなります。







教育振興基本計画
⑦ 特別な支援を必要とする子どもの自立や社会参加に
向けた力を育みます。

⇒介助支援が必要な
幼児・児童・生徒への支援

⇒発達障害への支援

⇒医療的ケアの必要な
幼児・児童・生徒への支援

○平成２８年４月障害者差別解消法施行
⇒合理的配慮の提供が義務化

○合理的配慮を提供できる体制の整備



教育振興基本計画
⑧ いじめや不登校の未然防止と、早期発見・解決に
取り組みます。

○インターネット上におけるいじめ対策

・生命に関わる表現が
含まれるものや個人が
特定される内容等を検索

①ネットパトロールの実施 ・委託業者から教育委員会に報告
・必要に応じて学校にも情報提供

児童・生徒がいじめ
の被害者・加害者と
なることを防ぐ。

②不適切な書き込みを
発見

・法務局、警察との連携

③不適切な書き込みの
削除

・業者からプロバイダー管理業者へ
削除依頼。

リスクが高いと報告された件数
８３１件（２８年度：重複の報告を含む）

平成２８年度は、５件削除





市長・教育委員会

双方の尊重義務のもと、

力強く進めていきます。

～ 日本で１番子どもを応援するマチ ナゴヤ ～


